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は じ め に 

 

本市では、人権の尊重に関する施策を市政の重要課題の一つとして市の施策の

基本指針となる「延岡市長期総合計画」に位置付け、「人権教育のための国連10年」

延岡市行動計画（平成13年２月策定）や、延岡市人権教育啓発推進方針（平成22

年３月策定）に基づいた継続的な取組を進めてきています。 

しかしながら、これまで３回（平成20年、平成26年、令和元年）実施した「人

権に関する市民意識調査」の結果などから、部落差別をはじめ、女性、子ども、

高齢者、障がいのある人、外国人、性的少数者など様々な人権問題に対する理解

や認識について一定の成果は見られるものの、全ての差別が解消されているとは

言えない状況です。さらに、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴

う人権問題が指摘されるなど、人権問題はより複雑・多様化してきており、その

対応が求められるところです。 

こうした中、平成28年には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

や「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する

法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」など、人権問題の解決に向けた法

律が相次いで施行された一方、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え

ていることなどから、各種人権問題に関する啓発活動も活発化してきています。 

このような状況を踏まえ、本市では、人権施策の基本理念や市の責務、推進方

針の策定等を規定した「延岡市すべての市民の人権が尊重されるまちづくり条例」

を令和元年に施行し、この度、この条例に基づいて、人権施策の新たな基本指針

となる「延岡市人権教育・啓発推進方針改定版」を策定しました。 

今後とも、あらゆる差別の解消と人権が尊重されるまちづくりを目指して、行

政はもとより、市民、事業所・関係団体、関係機関等がともに連携・協働し、こ

れまでの取組を継続、深化させながら、新たな推進方針に基づいた人権教育・啓

発の推進に取り組んで参りたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

結びに、策定にあたり、熱心に議論を重ねていただきました延岡市人権教育・

啓発推進懇話会の委員の皆様、並びに貴重なご意見・ご提言をいただきました市

民の皆様に、心から感謝を申し上げます。 

 

令和３年３月 

延岡市長 読谷山 洋司 
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